
- 1 -

過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
七
月
十
三
日

秋
田
県
知
事

佐

竹

敬

久

秋
田
県
規
則
第
四
十
七
号

過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
（
令
和
三
年
秋
田
県
条
例
第
五
十
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し

必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
条
例
第
二
条
第
一
項
各
号
の
額
の
計
算
方
法
）

第
二
条

条
例
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
当
該
特
別
償
却
設
備
に
係
る
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
及
び
同
項
第
二
号
の
当
該
特
別
償
却

設
備
に
係
る
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
算
式
に
よ
っ
て
計
算

し
た
額
と
す
る
。

一

そ
の
行
う
主
た
る
事
業
が
電
気
供
給
業
（
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
小
売
電
気
事
業
（
こ
れ
に

準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
ガ
ス
供
給
業
又
は
倉
庫
業
の
法
人
の
場
合

当
該
法
人
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
当
該
各
事
業
年
度
に
係
る
所
得
金
額

当
該
取
得
等
を
し
た
特
別
償
却
設
備
に
係
る
固
定
資
産
の
価
額

×
当
該
特
別
償
却
設
備
の
取
得
等
を
し
た
者
が
県
内
に
有
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
固
定
資
産
の
価
額

主
た
る
事
業
が
電
気
供
給
業
又
は
ガ
ス
供
給
業
の

（

法
人
に
あ
っ
て
は

当
該
固
定
資
産
の
価
額
の
う
ち
製
造
業
用

情
報
サ

ビ
ス
業
等
用

農
林
水
産
物
等
販
売
業
用
又
は
旅
館
業
用
の
設
備
に
係
る
固
定

ー

、
、

、

）

資
産
の
価
額

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

当
該
法
人
又
は
個
人
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
当
該
各
事
業
年
度
又
は
当
該
各
年
に
係
る
所
得
金
額

当
該
取
得
等
を
し
た
特
別
償
却
設
備
に
係
る
従
業
者
の
数

×
当
該
特
別
償
却
設
備
の
取
得
等
を
し
た
者
が
県
内
に
有
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
数

２

鉄
道
事
業
又
は
軌
道
事
業
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
鉄
軌
道
事
業
」
と
い
う
。
）
と
こ
れ
ら
の
事
業
以
外
の
事
業
を
併
せ
て
行
う
法
人
に
つ
い
て

は
、
当
該
鉄
軌
道
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３

第
一
項
第
一
号
の
固
定
資
産
の
価
額
、
同
項
第
二
号
の
従
業
者
の
数
及
び
前
項
の
鉄
軌
道
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
部
分
の
所
得
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
地
方
税

法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
七
十
二
条
の
四
十
八
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
並
び
に
第
七
十
二
条
の
五
十
四
第
二

項
に
規
定
す
る
事
業
税
の
分
割
基
準
及
び
所
得
の
算
定
の
例
に
よ
る
。

（
条
例
第
三
条
の
家
屋
の
範
囲
）

第
三
条

条
例
第
三
条
の
特
別
償
却
設
備
で
あ
る
家
屋
で
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
第
六
条
の
三
第



- 2 -

十
四
項
及
び
第
二
十
八
条
の
九
第
十
五
項
に
規
定
す
る
事
業
の
用
に
供
す
る
建
物
（
当
該
建
物
の
う
ち
に
直
接
当
該
事
業
の
用
に
供
し
な
い
部
分
が
あ
る
場
合
は
、

そ
の
部
分
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
条
例
第
五
条
第
一
項
の
添
付
書
類
）

第
四
条

条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

法
人
事
業
税
税
額
計
算
書
（
様
式
第
一
号
）

二

当
該
特
別
償
却
設
備
を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
及
び
そ
の
直
前
の
事
業
年
度
に
係
る
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書

三

法
人
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
大
蔵
省
令
第
十
二
号
）
別
表
十
六
の
減
価
償
却
資
産
の
償
却
額
の
計
算
に
関
す
る
明
細
書
の
写
し

四

当
該
特
別
償
却
設
備
の
取
得
価
額
を
証
す
る
書
類

五

当
該
特
別
償
却
設
備
に
係
る
従
業
者
の
名
簿
及
び
県
内
に
有
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
名
簿

六

旅
館
業
の
用
に
供
す
る
特
別
償
却
設
備
の
取
得
等
を
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
別
償
却
設
備
に
係
る
旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
旅
館
業
の
許
可
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

（
条
例
第
五
条
第
二
項
の
申
告
書
等
）

第
五
条

条
例
第
五
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
申
告
書
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一

当
該
特
別
償
却
設
備
の
取
得
等
を
し
た
個
人

個
人
事
業
税
課
税
免
除
申
告
書
（
製
造
業
、
情
報
サ
ー
ビ
ス
業
等
、
農
林
水
産
物
等
販
売
業
及
び
旅
館
業
用
）

（
様
式
第
二
号
）

二

畜
産
業
又
は
水
産
業
を
行
う
個
人

個
人
事
業
税
課
税
免
除
申
告
書
（
畜
産
業
及
び
水
産
業
用
）
（
様
式
第
三
号
）

２

前
項
第
一
号
の
申
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
特
別
償
却
設
備
を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
年
及
び
そ
の
直
前
の
年
の
所
得
に
係
る
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
条
第
一

項
第
三
十
七
号
の
確
定
申
告
書
の
写
し
及
び
損
益
計
算
書

二

前
条
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

（
不
動
産
取
得
税
の
課
税
免
除
に
係
る
添
付
書
類
）

第
六
条

条
例
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
秋
田
県
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
四
号
）
第
七
十
条
第
一
項
の
申
告
書
に
条
例
第
三
条
の
規
定

の
適
用
が
あ
る
べ
き
旨
を
付
記
し
て
条
例
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
申
告
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

法
人
に
あ
っ
て
は
第
四
条
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
、
個
人
に
あ
っ
て
は
当
該
家
屋
の
取
得
価
額
を
証
す
る
書
類

二

取
得
し
た
家
屋
の
平
面
図

三

土
地
に
係
る
申
告
に
あ
っ
て
は
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
五
十
三
条
に
規
定
す
る
建
築
物
の
建
築
面
積
の
敷
地
面
積
に
対
す
る

割
合
を
証
す
る
書
類

四

第
四
条
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類

附

則
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（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
規
定
（
次
項
の
規
定
を
除
く
。
）
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
廃
止
）

３

過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
秋
田
県
規
則
第
百
号
）
は
、
廃
止
す
る
。
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様式第１号 法人事業税税額計算書（第４条関係）

（Ａ４判）

事 業

年 度

年 月 日から

年 月 日まで
法人名

法人事業税税額計算書

区 分 所 得
金 額

①

税 率

②

税 額
①×②

③

課税免除
対象所得
金 額

④

課税免除
税 額
④ × ②

⑤

申告税額
③ － ⑤

所

得

金

額

年400万円以

下の金額

ア 円 円 円

(ア×A)

円 円

年400万円を

超え年800万

円以下の金

額

イ (イ×A)

年800万円を

超える金額

ウ (ウ×A)

計

軽減税率不

適用法人の

金額

エ (エ×A)

業種

資本金又は出資金の額

取得等をした特別償却設備

取得等の分類

特別償却設備の所在地

(注) １ ④欄の算式の符号Ａは、主たる事業が電気供給業（小売電気事業を

除く。）、ガス供給業又は倉庫業の法人にあっては付表中１の比率、そ

の他の法人にあっては付表中２の比率です。

２ 付表中２の比率が２以上となる場合は、それぞれの比率を乗じて得

た額を合算して④欄に記載してください。
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付表

（Ａ４判）

事業税の課税免除額算定の基礎となる課税標準額算定係数（比率）

１ その行う主たる事業が電気供給業（小売電気事業を除く。）、ガス供給業又は倉

庫業の法人の場合

事業年度

科 目
・ ・ ～ ・ ・

当該取得等をした特別償却設備に係る固定資産の価額 ○イ 円

当該特別償却設備の取得等をした者が県内に有する事務

所又は事業所の固定資産の価額（主たる事業が電気供給

業（小売電気事業を除く。）又はガス供給業の法人にあ

っては、当該固定資産の価額のうち製造業用、情報サー

ビス業等用、農林水産物等販売業用又は旅館業用の設備

に係る固定資産の価額）

○ロ 円

比 率 ○イ／○ロ Ａ

２ １の法人以外の法人の場合

事 業 年 度 ・ ・ ～ ・ ・

取 得

等 の

箇 所

月 別

項 目

月
末
月
末
月
末
月
末
月
末
月
末
月
末
月
末
月
末
月
末
月
末
月
末
計

分割基準適

用後の事業

年度末日の

数 値

(1)
取得等をした特別償却設備

に直接従事する従業者の数

人人人人人人人人人人人人人 ① 人

(2)
取得等をした特別償却設備

に直接従事する従業者の数

②

(3)
取得等をした特別償却設備

に直接従事する従業者の数

③

(4)
取得等をした特別償却設備

に直接従事する従業者の数

④

(5)
取得等をした特別償却設備

に直接従事する従業者の数

⑤

県内に有する事務所等の従業者の数 ⑥

比 率 Ａ

取得等の箇所(1)に係るもの ①／⑥

取得等の箇所(2)に係るもの ②／⑥

取得等の箇所(3)に係るもの ③／⑥

取得等の箇所(4)に係るもの ④／⑥

取得等の箇所(5)に係るもの ⑤／⑥

(注) 鉄道事業又は軌道事業とこれらの事業以外の事業を併せて行う法人について

は、鉄道事業又は軌道事業以外の事業に係る部分について記載してください。
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様式第２号 個人事業税課税免除申告書（製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業

及び旅館業用）（第５条関係）

（Ａ４判）

個人事業税課税免除申告書

（製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業及び旅館業用）

年 月 日

（宛先）秋田県総合県税事務所長

住 所

氏 名

過疎地域における県税の課税免除に関する条例第２条第１項第２号の規定の適

用があるべきことを申告します。

事 務 所 又 は
事業所の名称

所在地

製造業、情報サービ

ス業等、農林水産物

等販売業又は旅館業

に係る所得金額 ア

税 率

イ

税 額

ア × イ

ウ

課税免除対象

所 得 金 額

ア × Ａ

エ

課税免除税額

エ × イ

オ

円 円 円 円

事 業 を 行 っ た 期 間 ・ ・ ～ ・ ・

取得

等の

箇所

月 別

項 目

月
末
月
末
月
末
月
末
月
末
月
末
月
末
月
末
月
末
月
末
月
末
月
末
計

分割基準適

用後の年の

末日の数値

(1)
取得等をした特別償却設備

に直接従事する従業者の数

人人人人人人人人人人人人人 ① 人

(2)
取得等をした特別償却設備

に直接従事する従業者の数

②

(3)
取得等をした特別償却設備

に直接従事する従業者の数

③

(4)
取得等をした特別償却設備

に直接従事する従業者の数

④

(5)
取得等をした特別償却設備

に直接従事する従業者の数

⑤

県内に有する事務所等の従業者の数 ⑥

比 率 Ａ

取得等の箇所(1)に係るもの ①／⑥

取得等の箇所(2)に係るもの ②／⑥

取得等の箇所(3)に係るもの ③／⑥

取得等の箇所(4)に係るもの ④／⑥

取得等の箇所(5)に係るもの ⑤／⑥

(注) 設置の箇所が２以上の場合にあっては、それぞれの比率を乗じて得た額を合

算してエ欄に記載してください。

特別償却設備に係る事項

業種

取得等をした特別償却設備
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取得等の分類

特別償却設備の取得額

特別償却設備を事業の用に

供した日
年 月 日
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様式第３号 個人事業税課税免除申告書（畜産業及び水産業用）（第５条関係）

（Ａ４判)

個人事業税課税免除申告書（畜産業及び水産業用）

年 月 日

（宛先）秋田県総合県税事務所長

住 所

氏 名

過疎地域における県税の課税免除に関する条例第２条第２項の規定の適用が

あるべきことを申告します。

事業の

種 類

事務所又は事

業 所 の 名 称
所在地

畜産業又は水

産業に係る所

得金額 ①

円

税 率

②

課税免除税額

① × ②

③

円

本人及び同居する親族 被 雇 用 者

氏 名 続 柄
年 間

労 働 日 数
月

延 べ

労 働 日 数
月

延 べ

労 働 日 数

１ ７

２ ８

３ ９

４ 10

５ 11

６ 12

計 ④ 計 ⑤

比 率
④＋⑤

④

(注) 「年間労働日数」欄及び「延べ労働日数」欄には、畜産業又は水産業に従

事した労働日数を記載してください。


